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岩手沿岸南部広域環境組合負担金の算定に関する条例 

 

平成１８年 ５月２９日 条例第２６号  

改正  平成２４年 ２月 ９日  条例第１号  

平成２４年１１月２２日  条例第４号  

令和 ８年 ２月１９日  条例第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、岩手沿岸南部広域環境組合規約（平成１８年岩手沿岸南部広域

環境組合告示第１号。以下「規約」という。）の規定に基づく関係市町の負担金の算

定について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （負担金の対象経費） 

第２条 規約第１５条第１項第１号に規定する関係市町の負担金の対象経費は、次の

各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 施設建設調査費 施設建設に伴い必要な調査、計画、測量、設計、試験及び周

辺環境調査等に要する経費とする。ただし、国県支出金の対象となる経費は除く。 

 ⑵ 施設建設費及び地方債の元利償還金 前号に規定する施設建設調査費以外の施

設建設に要する費用で国県支出金及び地方債その他の収入金額を除く経費並びに

地方債の元利償還金とする。 

 ⑶ 中継運搬費 大船渡地区環境衛生組合、陸前高田市及び大槌町が収集した一般

廃棄物の運搬で、中継施設又は中継施設相当地点から岩手沿岸南部クリーンセン

ターまでの運搬に要した次に掲げる経費とする。 

  ア 大船渡地区環境衛生組合及び陸前高田市に係る経費は、中継施設からの中継

運搬に係る委託料とする。 

  イ 大槌町に係る経費は、中継施設相当地点からの運搬距離に応じた人件費相当

額及び燃料費相当額とする。 

 ⑷ 建設改良及び地方債の元利償還金に係る利用割 第１号に規定する施設建設調

査費以外の施設の建設改良に要する費用で国県支出金及び地方債その他の収入金

額を除く経費並びに地方債の元利償還金とする。 

 ⑸ 管理運営費 前各号の経費を除く全ての組合経費とする。 

 （負担金の額） 
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第３条 負担金の額は、前条に掲げる対象経費に規約別表負担割合の欄に掲げる経費

別の負担金の総額ごとに、次に定める分賦の基礎となるべき基準により算定して得

た額の合計額とする。 

 ⑴ 人口割 

   当該年度の前年の３月３１日現在における関係市町の住民基本台帳人口による

割合をもって算定した数（小数点以下第７位を四捨五入。）を人口割相当額に乗じ

て算定するものとする。 

 ⑵ 施設建設及び地方債の元利償還金に係る利用割 

   沿岸南部地域循環型社会形成推進地域計画の平成２３年度の一般廃棄物の目標

溶融対象量の総計で、関係市町の目標溶融対象量を除して得た数（小数点以下第

７位を四捨五入。）を利用割相当額に乗じて算定するものとする。ただし、平成  

  ２３年度の目標溶融対象量と処理実績量に差が生じた場合には、平成２０年度か

ら平成２２年度までの３箇年の処理実績量に平成２３年度の目標溶融対象量を加

えた４箇年の数量の平均値で算定するものとする。なお、当該事業に係る地方債

の元利償還金の償還が完了するまでその負担割合は変更しない。 

 ⑶ 建設改良及び地方債の元利償還金に係る利用割 平成２３年１０月から令和７

年９月までに処理された一般廃棄物の総量に岩手沿岸南部地域循環型社会形成推

進地域計画の令和７年度の令和７年１０月から令和８年３月までの目標溶融対象

量を加算した総計で、関係市町の平成２３年１０月から令和７年９月までに処理

された一般廃棄物の総量に令和７年１０月から令和８年３月までの目標溶融対象

量を加算した総計を除して得た数（小数点以下第７位を四捨五入。）を利用割相当

額に乗じて算定するものとする。ただし、令和７年１０月から令和８年３月まで

の目標溶融対象量と当該期間の処理実績量に差が生じた場合には、平成２３年度

から令和７年度までの処理実績量の平均値で算定するものとする。なお、当該事

業に係る地方債の元利償還金の償還が完了するまでその負担割合は変更しない。 

 ⑷ 管理運営費に係る利用割 

   当該年度の前々年の１０月１日から前年の９月３０日までに処理された一般廃

棄物の総量で、関係市町の処理されたそれぞれの一般廃棄物の量を除して得た数

を利用割相当額に乗じて算定するものとする。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成２３年４月１日

から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の規定は、平成２６年度以降の年度分の関係市町の負担金

の負担割合について適用し、平成２５年度分までの関係市町の負担割合については、

なお従前の例による。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の規定は、令和８年度以降の年度分の関係市町の負担金の

負担割合について適用し、令和７年度分までの関係市町の負担割合については、な

お従前の例による。 

 


